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日程第１       会議録署名議員の指名 

日程第２       会期の決定 

日程第３       町長提案説明 
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日程第５ 議案第92号 令和３年度小山町一般会計補正予算（第７号） 

 



 

○議長（遠藤 豪君） 本日は御苦労さまです。 

 ここで御報告します。教育次長は本日の会議を欠席しておりますのでご報告します。 

また、新型コロナウイルス感染予防対策のため、議場内では、マスクを着用することとします。 

                議          事 

                          午前10時00分 開会 

○議長（遠藤 豪君） ただいま出席議員は13人です。出席議員が定足数に達しておりますので、

小山町議会は成立しました。 

 ただいまから、令和３年第７回小山町議会10月臨時会を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめ配付しましたとおりですから、朗読を省略します。 

 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

○議長（遠藤 豪君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第128条の規定により、５番 岩田 治和君、６番 池

谷 弘君を指名します。 

 

 日程第２       会期の決定 

○議長（遠藤 豪君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（遠藤 豪君） 異議なしと認めます。したがって、会期は10月11日、１日と決定しました。 

 ただいま、町長から議案が提出されました。職員に議案を朗読させます。事務局長。 

         （事務局長 議案表朗読） 

 

 日程第３       町長提案説明 

○議長（遠藤 豪君） 日程第３ 町長提案説明を議題とします。 

 本臨時会に提出されました議案第91号、議案第92号の２議案について、町長から提案説明を求

めます。町長。 

○町長（池谷晴一君） 令和３年第７回小山町議会10月臨時会を開催するに当たりまして、議員の

皆様には、ご出席を賜り大変ありがとうございます。 

今回、提案いたしましたのは、工事請負契約の締結１件、補正予算１件の合計２件であります。 

はじめに、議案第91号 工事請負契約の締結についてであります。 

本案は、役場本庁舎空調改修事業の請負契約を締結するもので、地方自治法及び小山町条例の

規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 



 

次に、議案第92号 令和３年度小山町一般会計補正予算（第７号）についてであります。 

本件は、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により影響を受けた町内中小企業等の事業継

続支援対策、及び８月の大雨により被災した農地及び林道の災害復旧を実施するため、既定の予

算総額に3,535万円を追加し、予算の総額を、123億9,133万１千円とすると共に、地方債の補正を

するものであります。 

以上、今定例会に提案いたしました議案につきましての提案説明を終わります。 

なお、各議案の審議に際し、企画総務部長からそれぞれ補足説明をいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

以上であります。 

 

 日程第４ 議案第91号 工事請負契約の締結について（令和３年度小山町役場本庁舎空調改修事

業） 

○議長（遠藤 豪君） 日程第４ 議案第91号 工事請負契約の締結について（令和３年度小山町

役場本庁舎空調改修事業）を議題とします。 

補足説明を求めます。企画総務部長。 

○企画総務部長（小野一彦君） 議案第91号 工事請負契約の締結についてであります。 

  議案書は、２ページであります。 

本案は、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条に基づき、令和３年度小山町役場本庁舎空調改修事業について、工事請負

契約を締結しようとするため、議会の議決を求めるものであります。 

本改修事業は、昭和57年の小山町役場本庁舎建設当時から使用している、空調設備機器類に経

年劣化による故障や能力低下が見られることから、庁舎空調機器の全面的なリニューアルを実施

するものです。 

その概要は、特定フロンを使用している水冷ヒートポンプ式ターボ冷凍機およびファンコイル

の運用を取りやめ、空冷式ヒートポンプエアコンに更新するもので、事務への支障が最小限とな

るようフロアごとに工事を行い、新たに専用の受電設備を設置するものであります。 

本事業は、設計を含めた事業であります。通常、空調機器の更新には設計３か月、施工６か月

程度を要しますが、来年の夏前までに工事を完了させるためには通常の事業執行では間に合いま

せんので、今回随意契約を行うことといたしました。 

また、業者選定に当たっては、本町での工事実績があり、必要な建設業許可、建築一式、電

気、管の全てを保持している事業者は近隣に日管株式会社御殿場支店１者のみであります。 

また、管工事の総合評価点が高く、技術者数が１番多いことから同社であれば本事業を請け負

い可能であると判断し、同社１者から、去る10月６日に見積書を徴収したところ、１億6,500万

円で決定し、消費税相当額1,650万円を加え、１億8,150万円で請負契約を締結するものでありま



 

す。 

なお、工事の完成予定期日は令和４年５月16日を予定しております。 

説明は以上であります。 

○議長（遠藤 豪君） 補足説明が終了しましたので、これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○３番（小林千江子君） ２点ほどお伺いさせていただきます。 

この工事後の保証と言うか、そういったものはどのようになっているのかお伺いさせていただ

きます。 

  また、改修後の耐久年数はどれくらいであると予測されているのか、こちらの２点を伺わせて

いただきます。 

○議長（遠藤 豪君） 答弁を求めます。 

○都市整備課長（込山次保君） 小林議員の御質問にお答えいたします。 

  工事後の保証期間はということでございますけれども、通常機械設備ですと２年保証はつくこ

ととなっております。 

今後、何年間もつかと言うと、メンテナンス等によってそれは変わってきますけれど、概ね10

年ほどは、新しくすれば設備的には大丈夫だろうというふうに思っています。 

  耐久年数につきましては、今、お答えした通り、10年ほど耐久年数はあるという事を見込んで

おります。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤 豪君） ほかに質疑はありませんか。 

 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第91号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

         （賛 成 者 起 立） 

○議長（遠藤 豪君） 起立全員です。したがって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

 

 日程第５ 議案第92号 令和３年度小山町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（遠藤 豪君） 日程第５ 議案第92号 令和３年度小山町一般会計補正予算（第７号）を

議題とします。 

 補足説明を求めます。企画総務部長。 

○企画総務部長（小野一彦君） 議案第92号 令和３年度小山町一般会計補正予算（第７号）につ

いてであります。 



 

今回の補正は、既定の予算総額に、歳入歳出それぞれ3,535万円を追加し、予算の総額を123億

9,133万１千円とすると共に、地方債の補正をするものであります。 

はじめに、５ページ地方債の補正であります。災害復旧事業の事業費に合わせ、限度額の変更

をするものです。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。 

７ページをお願いします。 

14款１項３目災害復旧費分担金を375万円増額しますのは、農地災害復旧に係る受益者分担金

を見込むものであります。 

次に、16款２項７目災害復旧費国庫補助金を900万円増額しますのは、農地災害復旧及び林道施

設災害復旧に係る補助金を見込むものであります。 

次に、８ページにかけまして、同じく９目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を1,181万２千円増額しますのは、中小企業等応援給付金の実施に伴う交付金を見込むものであ

ります。 

次に、20款２項７目新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金を618万８千円増額しますのは、

中小企業等応援給付金事業に充てるため、繰り入れるものであります。 

次に、歳出についてご説明いたします。 

９ページをお願いします。 

６款１項１目商工業振興費説明欄（２）中小企業振興費を1,800万円増額しますのは、緊急事態

措置又はまん延防止等重点措置により影響を受けた町内中小企業等の事業継続支援対策として、

応援金の給付を実施するものであります。 

次に、10ページにかけまして、10款１項１目農地農業用施設災害復旧費説明欄（２）農地災害

復旧費を２千万円増額しますのは、本年８月の大雨により被災した農地の災害復旧事業を実施す

るものであります。 

次に、同じく説明欄（２）林道施設災害復旧費を400万円増額しますのは、本年８月の大雨によ

り被災した林道の災害復旧事業を実施するものであります。 

最後に、12款１項１目予備費を665万円減額しますのは、今回の補正により生じます歳入歳出の

差額を調整するものであります。 

説明は以上であります。 

○議長（遠藤 豪君） 補足説明が終了しましたので、これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○９番（薗田豊造君） ９ページの農業用施設の復旧工事について、お伺いします。 

  農業復旧費で2,000万円取ってありますが、14節で1,500万円。これの査定面積と、それから何

件か、その場所はどこか、この復旧工事の最終年度はいつなのか、以上についてお伺いします。 

○議長（遠藤 豪君） 答弁を求めます。 



 

○農林課長（前田修君） 薗田議員の御質問にお答えします。 

  今回の農地災害2,000万円でございますけれども、面積という御質問がございましたけれども、

こちら法面崩壊でありますので、２か所ということで、箇所数で御説明させていただきます。 

  いずれも、ほ場整備をした法面が、大きく崩壊しているということであります。 

  それから場所でございますけども、２か所の内１か所が中日向、それからもう１か所が大御神

ということで、一応災害査定の対象となるのは２件でございます。 

いずれも、これから査定を受けて工事を発注する中で、どうしてもこれから12月に災害査定と

いうことで、発注の方も遅くなりますので、年度をまたぐ予定、繰越を当初から予定を計画で発

注をする予定でございます。 

以上でございます。 

○議長（遠藤 豪君） 答弁を求めます。 

○経済産業部長（高村良文君） 薗田議員の御質問、ちょっとあの補足をさせてください。 

  国との査定の中で、まずは年内の復旧ということで、３月31日を目指しております。 

  その中で、また状況等がございましたら、議会の方に説明させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤 豪君）ほかに質疑はありませんか。 

 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第92号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

         （賛 成 者 起 立） 

○議長（遠藤 豪君） 起立全員です。したがって、議案第92号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、本臨時会に提出されました議案の審議は全部終了しました。 

 これで会議を閉じ、令和３年第７回小山町議会10月臨時会を閉会します。 

                          午前10時19分 閉会 
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